
見
積
り
を
取
り
工
事
金
額
を
比
較
す

る
な
ど
、
契
約
を
結
ぶ
前
に
内
容
に

つ
い
て
十
分
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

問 

下
水
道
建
設
課  

☎
（25）
２
１
０
９

東
京
都
へ
の
通
学
定
期
券
を
補
助
し

ま
す「
令
和
４
年
度
通
学
版
楽
賃
」

対
象　
鉄
道
を
利
用
し
て
東
京
都
へ

通
学
す
る
大
学
生
・
短
大
生
・
専
修

学
校
生
の
定
期
券

※
神
奈
川
県
・
千
葉
県
で
も
対
象
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
右
記
以
外
に
も
複
数
の
要
件
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
は
問
合
先
へ
。

補
助
金
額　
１
年
度
当
た
り
２
万
円

ま
で

申
請
方
法　
問
合
先
に
通
学
定
期
券

の
コ
ピ
ー
（
領
収
書
は
不
可
）・
学

生
証
の
コ
ピ
ー
を
添
え
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
※
１
枚
の
定
期
券
額
が

２
万
円
に
満
た
な
い
場
合
は
、
複
数

枚
の
定
期
券
の
コ
ピ
ー
（
２
万
円
分

以
上
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
必
ず

定
期
券
を
更
新
す
る
（
情
報
が
上
書

き
さ
れ
る
）
前
に
定
期
券
の
コ
ピ
ー

を
お
と
り
く
だ
さ
い
。

問 

地
域
政
策
課　

  

☎
（21）
２
４
５
３

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改

修（
耐
震
建
替
え
）を
補
助
し
ま
す

　
木
造
住
宅
の
耐
震
化
を
よ
り
一
層

促
進
す
る
た
め
に
、
費
用
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

補
助
対
象　
昭
和
56
年
５
月
以
前
に

建
て
ら
れ
た
、
賃
貸
を
目
的
と
し
て

い
な
い
木
造
２
階
建
て
以
下
の
住
宅

（
共
通
）。
令
和
５
年
２
月
ま
で
に
工

事
完
了
見
込
み
の
方
（
耐
震
改
修
・

建
替
え
）。
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
し

て
い
る
住
宅
（
建
替
え
）。

※
補
助
金
の
交
付
決
定
前
に
契
約
を

行
っ
て
し
ま
う
と
補
助
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

補
助
金
額

耐
震
診
断　
補
助
限
度
額
６
万
４
千

円
（
耐
震
診
断
費
用
の
３
分
の
２
以

内
）

耐
震
改
修　
補
助
限
度
額
１
１
０
万

円
（
耐
震
改
修
費
用
の
５
分
の
４
以

内
）

耐
震
建
替
え　

補
助
限
度
額

１
０
０
万
円
（
耐
震
改
修
費
用
相
当

分
の
５
分
の
４
以
内
）

※
他
に
も
条
件
が
あ
り

ま
す
の
で
、
申
請
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問 

建
築
指
導
課　

  

☎
（21）
２
４
４
１

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
撤
去
を
補

助
し
ま
す

　

倒
壊
に
よ
る
被
害
防
止
の
た
め
、

道
路
に
面
す
る
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀

等
の
撤
去
改
修
工
事
の
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
（
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤

去
改
修
工
事
費
補
助
金
）。

対
象　
建
築
基
準
法
の
道
路
や
小
学

校
の
通
学
路
に
面
す
る
、
道
路
の
地

盤
面
か
ら
高
さ
80
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
（
補
強
コ

ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
、
組
積
造

の
塀
）
で
、
安
全
基
準
に
適
合
し
な

い
塀
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
撤
去
す

る
工
事
。

※
補
助
金
の
交
付
決
定
前
に
契
約
ま

た
は
、
撤
去
改
修
を
行
っ
て
し
ま
う

と
補
助
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

補
助
金
額　
「
撤
去
改
修
に
要
す
る

費
用
」
と
「
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
長
さ

（
ｍ
）
×
１
万
８
千
円
」
の
い
ず
れ

か
低
い
額
の
３
分
の
２

補
助
限
度
額

建
築
基
準
法
の
道
路　
15
万
円

通
学
路　
20
万
円

※
他
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

申
請
前
に
問
合
先
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問 

建
築
指
導
課　

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
４
４
１

建
物
等
の
出
入
口
に
止
水
板
の
設

置
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す

　
浸
水
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
補

助
金
を
交
付
し
ま
す
（
栃
木
市
止
水

板
設
置
等
工
事
補
助
金
）。

対
象
と
な
る
建
物　
市
内
で
過
去
に

浸
水
被
害
を
受
け
た 

ま
た
は 

浸
水

被
害
が
予
想
さ
れ
る
区
域
の
建
物

（
令
和
３
年
３
月
以
前
に
建
築
さ
れ

た
建
物
に
限
る
）

対
象
工
事　
対
象
と
な
る
建
物
の
勝

手
口
・
塀
で
囲
ま
れ
た
出
入
口
な
ど

へ
の
、
止
水
板
や
止
水
シ
ー
ト
と
し

て
販
売
さ
れ
て
い
る
金
属
や
樹
脂
製

の
止
水
板
の
設
置

補
助
金
額　
設
置
費
用
（
材
料
費
＋

工
事
費
）
の
２
分
の
１
（
上
限
額

50
万
円
）

※
止
水
板
の
設
置
と
併
せ
て
新
設
す

る
塀
な
ど
の
囲
い
の
費
用
は
対
象
外

※
自
作
し
た
止
水
板
は
対
象
外
で

す
。
市
販
さ
れ
て
い
る
止
水
板
は

様
々
な
種
類
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

自
宅
の
形
状
に
あ
っ
た
も
の
を
施
工

業
者
と
相
談
の
上
、
検
討
し
て
く
だ

さ
い
。

申
請
方
法　

設
置
工
事

の
前
に
事
前
に
問
合
先

へ
相
談
く
だ
さ
い
。
申

請
前
に
設
置
し
た
止
水
板
は
対
象
外

で
す
。詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

申
請
期
間　
令
和
５
年
３
月
31
日
ま

で
（
予
算
が
な
く
な
り
次
第
終
了
）

問 

下
水
道
建
設
課
☎

（25）
２
１
０
９

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
状
況

ア
ン
ケ
ー
ト

　
す
べ
て
の
住
宅
へ
の
住
宅
用
火
災

警
報
器
の
設
置
が
義
務
化
か
ら
12
年

が
経
過
し
ま
し
た
。
本
市
で
の
設
置

率
や
維
持
管
理
状
況
を
確
認
す
る
た

に
、
消
防
職
員
が
無
作
為
に
抽
出
し

た
、
市
内
全
域
の
市
内
の
住
宅
・
共

同
住
宅
へ
直
接
出
向
き
、
５
分
程
度

の
口
頭
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

実
施
期
間　
４
月
27
日
（
水
）
～
５

月
13
日
（
金
） 

※
消
防
職
員
は
消
防
車
両
で
出
向

し
、
職
員
証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

※
感
染
症
対
策
の
た
め
、
電
話
な
ど

で
調
査
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
住
宅
用
火
災
警
報
器
や
消
火
器
等

の
販
売
を
す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま

せ
ん
。

問 

市
消
防
本
部
予
防
課☎

（22）
０
０
７
２

春
の
都
市
緑
化
推
進
運
動
（
４
月

～
６
月
）

　

国
は
、
新
緑
や
色
と
り
ど
り
の

花
々
が
映
え
る
春
季
に
、
緑
豊
か
な

潤
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
ま
す
。
期
間
中
に
は
『
み
ど

り
の
月
間
』（
４
月
15
日
～
５
月
14

日
）
や
『
み
ど
り
の
日
』（
５
月
４

日
）
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
機
会

に
、
緑
の
保
全
・
創
出
な
ど
に
つ
い

て
考
え
、
緑
豊
か
な
美
し
い
ま
ち
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

期
間
中
の
各
種
事
業
な
ど
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
。

問 

公
園
緑
地
課　

  

☎
（21）
２
４
１
３

 

お
知
ら
せ

（
仮
称
）第
２
次
栃
木
市
総
合
計
画

基
本
構
想（
素
案
）に
関
す
る
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
現
行
の
栃
木
市
総
合
計
画
が
令
和

４
年
度
末
で
終
了
す
る
た
め
、
新
た

な
栃
木
市
総
合
計
画
の
策
定
に
向
け

て
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
今
般
、

令
和
５
年
度
か
ら
令
和
14
年
度
ま
で

を
計
画
期
間
と
し
た
基
本
構
想
（
素

案
）
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
基
本
構

想
（
素
案
）
に
対
す
る
皆
さ
ん
の
ご

意
見
等
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

募
集
期
間　
４
月
27
日
（
水
）
～
５

月
26
日
（
木
）
必
着

閲
覧
場
所　
総
合
政
策
課
（
本
庁
舎

３
階
）、
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
本

庁
舎
４
階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ

く
り
推
進
課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・

寺
尾
・
国
府
の
各
公
民
館
窓
口
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
・
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
計
画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接 

ま

た
は 

問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・

メ
ー
ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
総
合
政
策
課
、
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
、
大
宮
・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公

民
館（
平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

問 

総
合
政
策
課　

  

☎
（21）
２
３
０
２

家
庭
用
生
ご
み
処
理
機
の
購
入
費

の
一
部
を
補
助
し
ま
す

　
家
庭
の
生
ご
み
の
「
資
源
化
・
減

量
化
」
や
「
ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル
」

に
協
力
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
（
令
和

４
年
度
家
庭
用
生
ご
み
処
理
機
設
置

費
補
助
金
）

対
象　
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
り
居

住
し
て
い
る
方
（
市
税
に
滞
納
が
あ

る
方
を
除
く
）。
※
市
内
に
設
置
で

き
る
場
所
が
あ
り
、
生
ご
み
を
堆
肥

化
・
減
量
化
で
き
る
こ
と
、
ま
た
、

で
き
た
堆
肥
を
市
内
で
自
家
処
理
で

き
る
方
に
限
り
ま
す
。

補
助
金
額

①
コ
ン
ポ
ス
ト
容
器

購
入
費
の
１
／
２
の
額
（
限
度
額　

５
千
円　
１
世
帯
２
台
ま
で
）

②
堆
肥
化
促
進
剤
専
用
容
器

購
入
費
の
１
／
２
の
額
（
限
度
額　

５
千
円　
１
世
帯
２
台
ま
で
）

③
電
気
式
生
ご
み
処
理
機

購
入
費
の
１
／
２
の
額
（
限
度
額　

２
万
円　
１
世
帯
１
台
ま
で
）

※
①
・
②
は
３
年
以
内
、
③
は
５
年

以
内
に
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
方

は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
購
入
費
は
本
体
価
格
と
消
費
税
で

す
。

申
請
方
法　

設
置
終
了

後
（
購
入
後
６
か
月
以

内
に
）、
領
収
書
、
カ
タ
ロ
グ
（
電

気
式
の
み
）、
所
定
の
申
請
書
と
請

求
書
（
問
合
先
窓
口
・
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
設
置
）
を
、
ク
リ
ー
ン
推
進
課

ま
た
は
各
総
合
支
所
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

問 

ク
リ
ー
ン
推
進
課
☎

（31）
２
４
４
７

令
和
４
年
度
の
浄
化
槽
設
置
補
助
金

　
台
所
や
お
風
呂
な
ど
の
生
活
排
水

と
し
尿
を
あ
わ
せ
て
処
理
で
き
る
浄

化
槽
を
新
た
に
設
置
す
る
方
な
ど

に
、
設
置
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

補
助
対
象

１
．
公
共
下
水
道
認
可
区
域
お
よ
び

農
業
集
落
排
水
事
業
区
域
以
外
の
専

用
住
宅
ま
た
は
住
宅
部
分
が
２
分
の

１
以
上
の
店
舗
併
用
住
宅
に
環
境
配

慮
型
浄
化
槽
を
設
置
し
、
令
和
５
年

３
月
ま
で
に
工
事
が
完
成
見
込
み
の

方
（
工
事
前
に
申
請
が
必
要
）

２
．
公
共
下
水
道
等
の
認
可
区
域
で

あ
っ
た
た
め
、
合
併
処
理
浄
化
槽
設

置
時
に
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ず
に
設
置
し
た
が
、
そ
の

後
５
年
以
上
、
下
水
道
が
使
え
る
状

態
に
な
ら
な
か
っ
た
方

※
公
共
下
水
道
等
整
備
後
は
速
や
か

に
接
続
替
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
そ
の
他
補
助
対
象
に
な
る
条
件
が

あ
り
ま
す
。
詳
細
は
問
合
先
へ
。

補
助
金
額
（
上
限
額
）

申
請
期
間　
令
和
４
年
４
月
～
令
和

５
年
３
月
（
随
時
受
付
・
予
算
が
な

く
な
り
次
第
終
了
）

※
工
事
は
栃
木
県
に
浄
化
槽
工
事
業

者
の
登
録
ま
た
は
届
出
の
あ
る
業
者

に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
着
工
前
に

市
税
等
の
納
入
状
況
と
設
置
箇
所
を

確
認
し
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

※
工
事
の
契
約
内
容
や
支
払
い
を
め

ぐ
り
業
者
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
ケ
ー

ス
が
あ
り
ま
す
。
複
数
の
業
者
か
ら

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
）

本庁舎 ☎（22）3535　各総合支所：大平 ☎（43）8818　藤岡 ☎（62）0900　都賀 ☎（29）1100　西方 ☎（92）0300　岩舟 ☎（55）7751  ／  休日（本庁日直）☎（22）3535

費用区分 下水道認可
区域等以外

下水道等
認可区域

浄化槽

5 人槽
（延床面積が 130㎡以下） 332,000 円 332,000 円
7人槽

（延床面積が 130㎡超） 414,000 円 414,000 円
10 人槽（2 世帯住宅 : 台所・
浴室が各 2 つ以上） 548,000 円 548,000 円

敷地内処理装置の設置（放流先がなく
浄化槽と同時に設置する場合に限る） 100,000 円
単独処理浄化槽の撤去（家の建て替え等
を伴わずに浄化槽を入れ替える場合に限る） 100,000 円
宅内配管工事（家の建て替え等を伴わず
に浄化槽を入れ替える場合に限る） 300,000 円
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